
昨年度は、18県で52事例の飼養家きんにおける高病原性鳥インフルエンザが確認
され、計987万羽を殺処分する過去最大の発生となりました。また、今年４月以降
においても、アジア、欧州において、飼養家きんにおける発生が確認されています
。また、野鳥についても、我が国へ飛来する渡り鳥の営巣地があるロシア及び中国
において、広い範囲で発生が確認されています。
このような状況から、昨年度と同様本病が日本国内で発生リスクは高いと考えら

れ、厳重な警戒が必要になります。なお、熊本県においては11月１日から４月３０
日までの期間を「高病原性鳥インフルエンザ特別防疫対策期間」と定め本病の発生
予防などの防疫対策の強化に努めています。
つきましては、家きん飼養者の皆様におかれましては、渡り鳥が本格的に飛来す

るシーズンを迎えるにあたり、飼養衛生管理基準の遵守の再徹底に加え、次の事項
については１０～３月の自己点検にご協力をお願い致します。畜産関係者の皆様に
おかれましても、農場に出入りする際は飼養衛生管理基準に御留意いただきますよ
う御協力をお願いします。

１ 家きん飼養農場における飼養衛生管理基準の遵守の徹底
（１）衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等
（２）衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
（３）衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
（４）家きん舎に立ち入る者の手指消毒等
（５）家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
（６）野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
（７）ねずみ及び害虫の駆除

２ 早期発見・早期通報
本病は家きんの死亡羽数の増加が比較的緩やかな場合

もあることを踏まえ、家きんの飼養者に対し、平時から
飼養する家きんの健康状態について注意深く観察すると
ともに、死亡羽数の増加はもちろんのこと、産卵率の低
下、さらには元気消失といった異状が見られた場合の早
期通報をよろしくお願いします。
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高病原性鳥インフルエンザ防疫対策の徹底について

手指の洗浄消毒

毎月20日は「くまもと家畜防疫の日」

車両消毒



病名 型 発生地（国） 畜種 発生年月日

高病原性
鳥インフルエンザ

（HPAI）

H5N1 ロシア 家禽・野鳥 令和３年９月１、３日

H5N2 台湾 家禽 令和３年８月９日

H5N5 台湾 家禽 令和３年９月２４日

H5N6 ベトナム 家禽 令和３年８月２６日

H5N8 ベトナム 家禽 令和３年９月１３日

アフリカ豚熱
（ＡＳＦ）

韓国 野生イノシシ 不明

中国 豚 令和３年９月４日

香港 野生イノシシ 令和３年９月１日

マレーシア 豚・野生イノシシ 令和３年８月９日

口蹄疫（FMD） モンゴル 羊・山羊 令和３年６月２８日、８月６、７日
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近隣諸国における悪性伝染病発生情報

家畜伝染病予防法施行規則の改正について
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通報

令和２年度シーズンの高病原性鳥インフルエンザの大発生及びワクチン接種農場にお
ける豚熱の発生で明らかになった家畜伝染病の発生予防及びまん延防止に係る課題を鑑
み、家畜伝染病予防法施行規則等を改正しました。

１ 家畜伝染病予防法施行規則の改正
（１）指導・助言から勧告、命令までの猶予期間の短縮

飼養衛生管理基準遵守に係る是正措置として、発生予防に係る指導・勧告・命
令の猶予期間が２週間から１週間に、まん延防止に係る命令の猶予期間が１週間
から３日間に短縮されました。

（２）飼養衛生管理基準関係
ア 飼養衛生管理基準に加えて、飼養衛生管理指導等計画を追記しました。
イ 大規模農場においては、畜舎ごとに担当の飼養衛生管理者を配置する規定を新

設しました。
ウ 大規模農場の所有者は、殺処分等の対応計画を策定する規定を新設しました。
エ 埋却地又は焼却施設の確保と、困難な際の代替措置として埋却・焼却・化製に

係る都道府県が求める取組を実施する。

２ 飼養衛生管理指導等指針の改正
（１）都道府県は、家畜の所有者による埋却地の確保が困難な場合の措置を家畜の所有

者と共同して対応することとしました。
（２）都道府県は、埋却地等の確保及び周辺住民の理解醸成への取組を指導することを

追記しました。
（３）埋却地の確保や指導計画の見直しに当たって、地域協議会等の活用を行うことを

追記しました。
（４）家きんの所有者等が毎年、飼養衛生管理基準の遵守に関する一斉点検を行うこと

としました。
（５）国及び都道府県は、クロスコンプライアンス導入を推進する規定を新設しました。
（６）命令違反時は、都道府県が原則公表することを追記しました。


